
令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

第３章 監査の結果 

第１ 各局等に共通する全般的事項 

  

１ 観光振興、観光関連事業に係る市全体の横断

的な取組 

  

［意見１］観光振興、観光関連事業に係る全庁的、横

断的な定義、視点、ルールの作成と見直し 

市は、観光振興、観光関連事業に係る全庁的、横断

的な定義、視点、ルールを作成したうえで、市や外郭

団体の所有、運営する観光施設や、観光施策、観光関

連事業の位置付けやあり方、運営の方向性について

横断的な見直しを行うべきである。 

なお、定義を作る際は、硬直的な定義や運用によ

り、かえって、観光振興、観光関連事業としての検証

が漏れることがないよう、複数の例示やルールとし

て定義を定めた趣旨や解釈指針を明記するべきであ

ることに加え、実際の運用として市民感覚、利用実態

に基づく不断の検証を行う姿勢を忘れてはならない

（例えば、定期的に検証を行う委員会を設置し、メン

バーに外部委員や一般市民も参加する形式で、あく

まで市外部の意見を取り込む形での検証会を開催す

ることも検討されたい）。 

また、ルール作成にあたっては、施設や事業の主目

的が観光以外にあったとしても、副次的に観光振興

の目的や効果があったり、一般市民の利用実態が観

光として多く利用されているなど、複眼的な視点も

重要である。 

さらに、ルール作成にあたっては、観光としての目

的に整合する合理的かつ具体的なＫＰＩを設定した

うえで、成果や観光による経済効果を検証すること

や、前例踏襲ではなく社会やニーズの変化、利用実態

に応じた事業全体の検証、ＰＤＣＡサイクル、観光の

観点からの他局や外郭団体、観光関連事業にかかわ

る指定管理者、民間事業者との連携のあり方につい

ても意識し、市外部の有識者や事業者、一般市民の意

見や感覚等も踏まえた具体的かつ観光振興にとって

有意義なルールとなるように努めるべきである。 

観光に関する施設・施策を所管

する部局においても、普段から情

報共有等を行っているが、監査人

の意見を踏まえ、エリアやテーマ

ごとの部局横断的な情報共有・意

見交換の場で、観光の視点（マイン

ド）を持って事業を推進していく

ための意見を経済観光局が主体的

に共有することとした。 

これにより、各部局においても

観光の観点から事業に取り組み、

地域経済の活性化や魅力ある街づ

くりに繋げる。 

（経済観光局） 

他の方法

で対応 

［意見２］観光振興、観光関連事業に関する横断的、

有機的な協力、コラボレーションへの積極的な取組 

市は、観光振興、観光関連事業について、各局の所

管や運営する指定管理者の別にこだわらない、横断

的、有機的な協力、コラボレーションへの積極的な取

組を行うべきである。 

また、その際、市の施設だけでなく、地域への観光

振興、地域事業者への経済効果の観点から、周囲の民

間事業者（既存の市や外郭団体、指定管理者との関係

にこだわらず、フラットに広く民間事業者を対象と

して見るべきである）や民間観光施設との連携、有機

的な協力、コラボレーションへの積極的な取組を行

観光に関する施設・施策を所管

する部局においても、普段から情

報共有等を行っているが、監査人

の意見を踏まえ、エリアやテーマ

ごとの部局横断的な情報共有・意

見交換の場で、観光の視点（マイン

ド）を持って事業を推進していく

ための意見を経済観光局が主体的

に共有することとした。 

これにより、各部局においても

観光の観点から事業に取り組み、

地域経済の活性化や魅力ある街づ

他の方法

で対応 
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うことも検討するべきである。 

コラボレーションの一例としては、神戸ファッシ

ョン美術館にある（一部、現在でも他館に貸し出した

り、美術館の服飾講座で見せているものはあるが、全

体としてはごく一部で、多くの収蔵品が保管され、使

用や展示されずに眠っている状態である）市が施設

建設時に買い集める等した数多くの服飾品のうち、

神戸布引ハーブ園であればドイツの洋館をモデルと

しているのでドイツの衣装を指定管理者へ貸し出

し、指定管理者としても来訪者に衣装を貸し出して

写真撮影してもらう体験やＳＮＳ映えする施設とし

てアピールし、一方、神戸ファッション美術館では、

神戸にいながら世界各国の衣装を着る体験や写真撮

影ができる施設であること（但し、現在、神戸ファッ

ション美術館では、そのような取組は継続的には行

われていないものの、過去にはバーチャル試着や学

館連携で大学が作成した収蔵レプリカ２種類の試着

体験が実施されていたことがあるなか、バーチャル

試着の再開は予定しているようである。）を神戸布引

ハーブ園の来訪者にアピールし、相互の集客に努め

るなど、市や外郭団体だけでなく、各指定管理者や他

の民間施設、民間事業者からも広く意見を募り、それ

こそ、民間も含めた関係事業者と膝をつき合わせた

事業アイデアの検討、協議を行うべきであり、コラボ

レーション事業にあたっては利用者となる一般市民

の感覚が重要であることから、発案された企画等に

ついて一般市民（当該企画のターゲット層を中心と

しつつも、それだけにとらわれない幅広い層の意見

も聴取することが望ましい）の率直な意見を聴取す

る機会をもうけるなどといったことも合わせて検討

されたい（上記一例は、取組内容をブレインストーミ

ングするための一例として監査人が出したアイデア

の一例にすぎず、同事業を実行するべきというメッ

セージではないので、実際の事業にあたっては、民間

事業者や各指定管理者から出たアイデアや一般市民

の意見を尊重、重視されたい）。 

なお、上記のような一連の取組を行うにあたって

は、観光行政を横断的に統括する組織が必要であり、

例えばであるが、外郭団体でＤＭＯである神戸観光

局を市全体の観光振興、観光関連事業を統括し結び

付ける団体として、全局や外郭団体等にまたがる横

断的な役割、協力体制を取り決め、市の側としても各

局がこれに協力する義務等を定め、活用することが

ＤＭＯのあるべき姿として理想的と思われるが、監

査結果として後述する神戸観光局のＤＭＯとしての

不十分な体制、経済観光局の出先機関であるかのよ

うな運営実態を改善することが前提として必要であ

り、合わせて市は観光行政の枠組みを練り直すべき

くりに繋げる。 

（経済観光局） 
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である。 

２ 選定委員会、選定評価委員会   

［意見３］市において統一的な書面による確認方法

のルールを確立し、当該ルールの運用の徹底を図る

べき必要性 

選定委員会、選定評価委員会の選定において、委員

と応募業者との利害関係がない旨の誓約書を各委員

から徴取する等、市において統一的な書面による確

認方法のルールを確立し、当該ルールの運用の徹底

を図るべきである。 

委員就任時に利害関係先一覧の

提出を依頼することで、選定委員

会、選定評価委員会の委員と応募

業者の利害関係がない旨を確認す

るように改正する。 

（行財政局） 

措置方針 

 ３ 業務委託に係る入札と随意契約   

［意見４］契約方法に係る一般競争入札原則と例外

としての随意契約 

委託契約における契約方法の原則があくまで一般

競争入札であることを前提として、随意契約につい

ては、法令上の要件を満たす例外的な場合でなけれ

ば締結できないという法理論を周知し、かかる実務

運用を徹底するべきである。 

委託契約においても、随意契約

理由が成立しない契約案件につい

ては、引き続き、一般競争入札が

原則であることを周知・啓発を行

う。 

（行財政局） 

措置方針 

４ 観光関連施設の指定管理者全体に対する指

導、監督 

  

［意見５］適正な間接費（本社経費等）の把握 

市は、指定管理者が算出する間接費（本社経費等）

について、その根拠等を確認の上、同金額が適正か計

上方法も含めて検証するべきである。 

間接費の確認が必要（市に損害

等が発生する可能性がある）な対

象施設を明確にするため、下記の

とおりマニュアルを改正した。 

「収支に応じて納付金を算定し

ている施設の場合は、当初の提案

等に基づき、可能な限り間接費の

配賦計算基準を明確にした上で、

収支を報告するよう、求めてくだ

さい。」 

また、事業報告時に収支報告書

の提出を求めていることから、間

接費だけでなく、収支全体につい

て、各所管で確認を行っている。 

（行財政局） 

措置済 

［意見６］再委託手続の適正な履践 

指定管理者は、指定管理業務の一部を再委託する

にあたって、協定書に定められた条項を意識した再

委託契約書等を作成、締結するべきであり、市は、指

定管理者による再委託時の承諾に際し、契約書案を

確認し、協定書記載の内容が反映されていないので

あれば、その点を指導した上で、適正な再委託手続が

なされるよう指定管理者を指導、監督するべきであ

る。 

承諾書等によって、市が指定管

理者への指導を行う権限は有して

いることから、再委託契約書の確

認に関わらず、事実を確認した場

合は、速やかに指導等を行うよう

に徹底する。 

（行財政局） 

他の方法

で対応 

［意見７］効果的かつ合理的なモニタリングの実施 

市は、各指定管理者が実施する利用者アンケート

回収率向上を図るため、ＤＸ化を推進するなどして

全指定管理施設利用者の意見や要望を合理的に収集

施設特性や利用者も様々である

ことから、必要に応じて、施設ごと

に利用者アンケート回収率の向上

に取り組む。 

他の方法

で対応 
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する統一的なシステム構築について検討するべきで

ある。 

（行財政局） 

［意見８］所管課担当者間の意見交換 

指定管理者制度を導入している各施設の所管課担

当者を対象とした定期的な意見交換の場をもうける

などして、指定管理業務に関する意見交換の場を充

実させることにより、自らが所管している施設の運

営管理等の参考とし、実務に活かすことが望まれる。 

令和６年度から Kintone による

所管課・局総務担当課の情報交換

を行う場を整えた。 

このほか、令和５年度から所管

課から相談のあった事例や周知す

べき内容などを参考に、専門家で

ある弁護士や制度所管課による研

修を実施している。 

（行財政局） 

措置済 

第２ 経済観光局   

 １ 補助金等   

［意見９］観光地支援助成の活用 

観光地支援助成について、制度の周知方法、募集団

体の範囲を再検討するなどし、観光団体等にとって、

より利用しやすい活用が望まれる。 

制度の周知方法については令和

７年度より新たにＨＰに内容を掲

載し周知を図った。募集団体の範

囲については、現時点でも「観光事

業者が主たる構成員でかつ観光誘

客の推進を主たる目的とした団

体」としており、観光地支援という

目的を踏まえ現在の要件が適切で

あると判断した。 

（経済観光局） 

措置済 

［意見10］事業計画書の取り扱い 

観光地支援助成について、登録団体から助成金の

交付申請を受け付ける際には、事業計画書の提出を

求めるべきである。 

これまで、申請書や見積書など

を確認し、疑義があれば都度確認

していたが、適正な執行管理を行

うため、令和７年度より要綱に基

づき事業計画書の提出を求めるこ

ととした。 

（経済観光局） 

措置済 

２ 負担金等   

［意見11］負担金等支出の必要性、相当性の判断及び

検討体制 

経済観光局は、負担金等の支出によりどのような

効果が市ひいては市民にもたらされるのか、負担金

等の額の根拠、必要性や相当性について今まで以上

に厳格に検討した上で、負担金等の支出あるいは打

ち切りを決定するべきである。 

経済観光局では、令和５年度に

負担金等の支出を含めた全事業に

ついて、費用対効果や時代、ニーズ

に即しているか等の観点から事業

の見直しを実施しており、たとえ

ば例にあった４件のうち２件の負

担金等については、すでに令和６

年度より支出の見直しをしてい

る。 

令和６年度以降も３年に１度、

負担金等の支出に限らず、全事業

について厳格に見直しを行う予定

である。 

（経済観光局） 

措置済 

３ 業務委託   

［意見12］業務委託先の選定方法 

業務委託契約の締結先の選定は、入札が原則であ

契約の締結にあたっては、委託

先の選定は入札が原則であり、入

措置済 
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ることを改めて周知徹底し、入札によるべきものが

ないか、慎重かつ具体的に検討することが望まれる。 

札によるべきものでないか検討す

ることを改めて経済観光局局部長

会議及び課長会議で説明を行い、

あわせて適正な事務処理を行うよ

う文書にて周知徹底した。 

また、委託審査委員会の各委員

に対しても、競争入札によること

ができないか慎重に調査審査する

よう周知徹底した。 

（経済観光局） 

［意見13］継続的な業務に関する業務委託契約 

継続的な業務につき特命随意契約が繰り返し締結

される場合には、定期的に金額の妥当性の検証や他

業者への発注可能性を検討し、その検討結果を資料

として残すべきである。 

毎年度の契約の締結の際には、

市の所定の様式に基づいて金額の

妥当性や他業者への発注可能性に

ついて確認し、検討しているが、そ

の結果について委託審査委員会議

案書に具体的に記載するととも

に、概ね３年を目途に検討結果を

議案に添付するように改めて経済

観光局局部長会議及び課長会議で

説明を行った。あわせて適正な事

務処理を行うよう文書にて周知徹

底し、委託審査委員会のチェック

リストに確認項目を追加した。 

（経済観光局） 

措置済 

［意見14］契約約款の取り違えの予防 

業務委託契約に添付する契約約款の取り違えがな

いよう、再度担当者らに注意喚起し、また、チェック

体制に遺漏がないか再確認するべきである。 

契約の締結にあたっては、契約

約款等の添付する書類について、

誤りや漏れがないよう確認する体

制をとるよう、経済観光局局部長

会議及び課長会議で説明を行い、

あわせて適正な事務処理を行うよ

う文書にて周知徹底した。 

（経済観光局） 

措置済 

 ４ 神戸国際会議場・国際展示場   

［意見15］国際会議開催件数のＫＰＩ設定基準 

市全体における国際会議開催件数のＫＰＩ設定の

みならず、神戸国際会議場、神戸国際展示場における

国際会議開催件数のＫＰＩも設定するべきである。 

また、国際会議開催件数のＫＰＩについて、開催さ

れる国際会議の実態に合わせた適正なＫＰＩ値設定

を行うべきである。例えば、ＪＮＴＯ基準の現地開催

分のみならず、現地開催とオンライン開催を併せた

開催形態であるハイブリッド開催分も含めた件数

（ビューロー基準（ＣＶＢ基準））によるＫＰＩも設

定し、その実績値も公表するなど検討するべきであ

る。 

他方で、神戸国際会議場について、市が「国際会議

場」と銘打って公費を投じ、国際会議を積極的に誘致

する施設として、政府が掲げる観光立国推進基本計

国際会議開催件数のＫＰＩとし

ては、神戸2025ビジョンの中で「全

市 420件【2025 年（令和７年）】」

をＪＮＴＯ基準で設定している。 

各施設におけるＫＰＩ設定やＪ

ＮＴＯ・ＩＣＣＡ基準などの複数

の基準を設定することの有効性な

ど、他都市の状況などを参考にし

ながら検討し、新たなビジョンを

作成する際に、適切なＫＰＩを設

定する方針である。 

（経済観光局） 

措置方針 
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画にも沿う形で世界的競争力を強化するのであれ

ば、国内基準であるＪＮＴＯ基準ベースのみでＫＰ

Ｉを設定するのではなく、世界標準であるＩＣＣＡ

基準もＫＰＩに加えて公表するべきである。 

［意見16］施設老朽化に対する建替や大規模改修の

要否の検討 

国際展示場・国際会議場の老朽化に対して、今後、

公費を投じた建替や大規模改修の是非が議論される

ときには、そもそも公共的施設としての「国際展示」

場、「国際会議」場の存在意義、これら「国際展示」・

「国際会議」としてのニーズ、経済観光的側面からの

施設利用状況（海外からの来訪者数や国内からの宿

泊を伴う来訪者数等）と神戸地域への具体的な経済

波及効果といった具体的なデータや数値等を踏まえ

て、果たして市がこれらを建替たり大規模改修を行

わねばならないのかについて、例えば、観光政策に関

する専門家も含めた外部有識者も交えて厳格に検証

するべきである。その際、決して箱物行政・前例踏襲

主義で、建替といった結論ありきで進めるのではな

く、例えばＰＦＩ事業として民間事業者に委ねるな

どの選択肢も広く視野に入れて取り組むべきであ

る。 

神戸はグローバルＭＩＣＥ都市

として、国際会議を誘致すること

で、地域への経済効果、ビジネスの

機会の創出、都市ブランドの向上

などに取り組んでいる。今後、神戸

空港国際化を契機とし、さらなる

国際会議の誘致に取り組むことと

しており、これらのＭＩＣＥ施策

を実現するためにも公共的施設と

して国際会議場・展示場を活用し

ていくことが必要である。 

建替えや大規模改修について

は、施設の老朽化を踏まえ、令和７

年度中に大規模改修に向けた調

査、機能拡充やＰＦＩなどの民間

資金の活用も含めた事業手法など

の検討を行い、リニューアルに関

する基本計画を策定する。 

（経済観光局） 

措置方針 

［意見17］神戸国際展示場３号館の土地賃料 

公益性を理由に土地の賃料を全額免除してその後

免除の要否や免除割合を検討していないのは適切と

はいいがたく、少なくとも、免除の要否や、免除割合

（例えば、２分の１か４分の１か、全額免除か）につ

いて検討することが望ましい。 

当該土地には、ＭＩＣＥ施設で

ある神戸国際展示場３号館が建設

されており、公の施設として公共

の用に供している。 

免除の要否や免除割合について

検討したが、本施設については、公

の施設として使用している土地・

建物の賃料を市が負担するべきで

あると考えることから、神戸市公

有財産規則第36条に基づき土地の

賃料は引き続き免除する。 

（経済観光局） 

措置済 

 ５ 有馬４施設   

［意見18］より魅力溢れる収益力のある観光施設、民

間事業への転換 

有馬温泉４施設について、現状維持ではなく、より

魅力溢れる収益性を確保できる観光施設を目指すべ

きであり、例えば指定管理の枠組みの見直しだけで

なく、太閤の湯殿館を除く3施設については民間への

事業譲渡やＰＦＩ事業方式への移行等の方策も検討

するべきである。 

今後、施設の魅力化等について、

内部で検討していく。 

（経済観光局） 

措置方針 

 ６ インバウンド動向調査委託業務   

［意見19］委託業務内容変更への厳格な対応 

委託業務について、仕様書記載のとおりの委託業

務の実施がなされないようであれば、委託先業者と

委託業務の内容の変更にあたっ

ては、市の委託契約に関するマニ

ュアルに沿った対応をするよう、

措置済 
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委託料減額等の交渉を行い、委託業務内容及び結果

に相応しい適切な委託料の支払いを心がけるべきで

あるし、委託業務の目的に直結しかねない変更は安

易に受け入れるべきではない。 

経済観光局局部長会議及び課長会

議で説明を行い、あわせて適正な

事務処理を行うよう文書にて周知

徹底した。 

（経済観光局） 

［意見20］委託料減額要件の委託契約書への追記検

討 

明確な根拠をもって委託料の減額申入れを行うた

め、個別の委託契約書の「6 別紙委託契約約款に付

加する条項」欄に、より緩やかな契約変更条項を追記

するなどして具体的に対応することも検討するべき

である。 

委託料の減額申入れを行うに

は、仕様書に履行されるべき業務

を明確に規定することで対応でき

ると考えられるため、仕様書に実

施業務、期限、数量、品質、成果物

等について明確に規定すること、

契約期間中の履行状況のモニタリ

ングを徹底することを、経済観光

局局部長会議及び課長会議で説明

を行い、あわせて適正な事務処理

を行うよう文書にて周知徹底し

た。 

（経済観光局） 

措置済 

 ７ 道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大

沢」 

  

［指摘事項１］委託先の選定方法 

市は、道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大

沢」の運営管理業務について、現状の委託先選定方式

（特命随意契約）を改め、受託者を公募するべきであ

る。 

なお、市が委託している事業の一部について神戸

農政公社以外には遂行できないものが含まれている

のであれば、当該事業のみを神戸農政公社に特命随

意契約で委託する余地はあるとしても、その余の事

業については受託者を公募するべきである。 

委託先の選定については、施設

のさらなる有効活用・活性化に向

けて、どのような方法が採用でき

るか、施設のあり方と併せて、検討

する。 

（経済観光局） 

措置方針 

［意見21］施設の位置付けと目標設定 

市は、道の駅「神戸フルーツ・フラワーパーク 大

沢」が観光施設であること（施設の運営目的に観光振

興が含まれること）を明確にし、また、入場者目標そ

の他観光施設として達成すべき指標を設定するべき

である。 

施設のあり方と併せて、適切な

指標を検討する。 

（経済観光局） 

措置方針 

［意見22］情報発信施設・休憩施設の有効活用 

市は、情報発信施設・休憩施設のさらなる有効利用

を検討するべきである。 

食や農に関する情報発信、およ

び地元の農水産物を活用したイベ

ントやワークショップの開催な

ど、令和７年度業務委託仕様書を

見直し、施設のさらなる有効活用

を進める。 

（経済観光局） 

措置済 

［意見23］賃貸借契約の見直し 

市は、神戸農政公社に対する土地建物の賃貸借契

約の要否や賃料設定について、見直しを検討するべ

きである。 

施設のあり方と併せて、賃料設

定について、どのような方法が採

用できるか、検討する。 

（経済観光局） 

措置方針 

 ８ 神戸登山プロジェクトにおける人流分析手法   
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の研究業務の委託 

［意見24］委託業務により獲得するべき目的・目標の

明確化 

委託業務として発注する以上は、当該業務により

獲得するべき目的・目標を明確にして取り組むべき

である。 

「登山プロジェクト」として六

甲山系を中心に登山をきっかけに

市内外から来街者を増やす取り組

みを展開するにあたり、六甲山系

における移動動態・登山者数など

現状を正確に把握したうえで施策

検討や効果検証を行うことが必要

と考え、当該業務については、六甲

山系における移動動態・登山者数

把握のために人流分析の精度等を

検証する必要があったことから、

「神戸市内の登山客の動態（属性、

出発地/到着地、時間帯、移動経路

（どの登山口を利用しているか））

にかかる分析手法を確立し提案す

ること」を目的とし、仕様書へ明示

の上、事業者の募集及び発注を実

施した。 

本業務により、移動動態把握に

ついての分析精度等が確認できて

いる。 

また、本業務では、分析結果を可

視化するツールの納品も求めてお

り、職員自身で特定地点の分析結

果の確認を行い、施策検討に活用

した。 

当該業務は令和５年度で終了し

たものだが、今後の他の委託業務

についても、引き続き、業務目的を

明確に示し、取り組みを進めてい

く。 

（経済観光局） 

措置済 

 ９ 六甲摩耶スカイシャトルバス   

［指摘事項２］修繕費用の負担についての使用貸借

契約改定の必要性 

六甲摩耶スカイシャトルバスの修繕費用の負担に

ついて、市が使用貸ししているバスの大規模修繕費

用を、借主負担ではなく貸主負担とするのであれば、

そのとおりに使用貸借契約書を改定するべきであっ

て、契約書を改定せずに負担金協定書を取り交わす

ことで、本来の契約内容を潜脱した大規模修繕費用

の支出を容認している現在の運用は改めねばならな

い。 

なお、山上の公共交通ネットワーク構築という公

益的事業存続のために大規模修繕費用を貸主負担と

する内容へと使用貸借契約書を改定する場合には、

公益性確保の観点から、バス運行会社の側にもシャ

令和７年４月１日に締結した市

と神戸農政公社との使用貸借契約

書第６条に、維持・保存・修繕は原

則借主負担であることを明記する

とともに、修繕が大規模になる場

合は借主と貸主で協議し、貸主が

負担する場合は別途負担金協定を

締結する文言を追記した。 

また、大規模な修繕を行うに際

して負担金協定を締結する場合、

借主が運行を一定年数継続するよ

う義務づける文言を負担金協定に

明記することで転貸先と協議済み

である。 

措置済 
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トルバス運航事業を一定年数継続することを義務と

する内容を盛り込むことも検討するべきである。 

（経済観光局） 

［意見25］使用貸借契約の訂正申入れの必要性 

市としては、同公社・同社間の物品使用貸借契約書

第１条記載の上記車両の所有者について、同公社に

訂正を促すべきである。 

契約相手方である神戸農政公社

に対し、転貸先である神戸六甲鉄

道と令和７年４月１日に締結する

使用貸借契約書にて第１条「その

所有に係る」の文言を訂正するよ

う求め、訂正された。 

（経済観光局） 

措置済 

 10 国民宿舎神戸摩耶ロッジ跡地の利活用   

［意見26］旧神戸摩耶ロッジ跡地の利活用に向けた

スピード感ある具体的計画の立案 

貴重な観光資源である旧神戸摩耶ロッジ跡地につ

いて、長期間遊休地としておくことは市有財産の利

活用として適切ではないため、市として同地の観光

資源を今後どのように活かして観光振興・観光政策

を推進するのか、今後の具体的なスケジュールを明

らかにして、今からでもスピード感をもって積極的

に取り組むべきである。 

摩耶山再整備事業については、

従来より、摩耶ロッジ跡地だけで

なく掬星台等を含め、一体的に利

活用する方針で検討を進めてき

た。 

過年度に実施したサウンディン

グ型市場調査等においても、掬星

台等を同時に活用する意見があ

り、摩耶ロッジ跡地だけを対象と

して再整備することは、民間事業

者からの提案内容の可能性を狭め

る観点から現時点では望ましくな

いと考えている。 

また現在、令和６年２月の「六甲

山・摩耶山の交通のあり方検討会」

からの報告書をもとに、神戸布引

ハーブ園を経由して掬星台まで結

ぶ新ロープウェー導入の可能性の

検討のため、国等と相談を行って

いるところである。 

今後は、新ロープウェーも含め

て一体的に利活用できるような事

業手法を検討しながら摩耶山再整

備計画の具体化に取り組む予定で

あり、解体後の摩耶ロッジ跡地の

暫定的な利活用の可能性について

も検討する。 

（経済観光局） 

措置方針 

第３ 港湾局   

 １ 神戸観光局への負担金   

［指摘事項３］協定事項の遵守及び事後検証の実施 

港湾局は、神戸観光局との間における負担金協定

書に基づき、神戸港振興事業に係る事業計画の策定

に積極的に参加し、神戸観光局による事業執行を管

理監督することを通じて、港湾局の負担金額の必要

性及び相当性につき、事業年度ごとに検証するべき

である。また、当該事業計画の策定への参加及び当該

検証にあたっては、港湾局が協定事項を遵守してい

 令和７年１月に神戸観光局と協

議を行い、事業執行に関して、管理

監督の強化の一環で、神戸観光局

からより詳細な明細を入手し、局

内で負担金額の必要性及び相当性

について検証を行った。 

また、協定事項を遵守している

ことを確認するため、事業計画段

措置済 
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ることが確認できる客観的な資料を取得・作成すべ

きである。 

階で計画案について二者で協議を

行い、同計画案の合意に関する文

書を締結するなど、客観的な資料

を作成した。 

      （港湾局） 

 ２ こうべみなとの夜実行委員会への負担金   

［意見27］協定事項と実態の乖離の是正 

 協定書の協定事項において経費の一部を負担する

という記載と、実際には市の分担金のみを予算収入

としているという実態の乖離を是正するべきであ

る。 

令和５年度決算において、すで

に市以外の民間事業者から協賛金

を収入している。令和６年度は協

賛金に加えて、実行委員会委員か

らの分担金のほか、ふるさと納税

制度を活用して収入を確保するな

ど、既に乖離の是正を図っており、

積極的な情報開示にも努めてい

く。 

（港湾局） 

措置済 

［意見28］こうべみなとの夜実行委員会の運営の改

善 

実効性のある本件事業の実現のため、官民それぞ

れの分野で活動する各委員の知見に基づいた多角

的、実質的な議論を踏まえ、事業報告を受けた効果測

定その他の事後検証、同検証結果に基づく翌年度の

事業変更や改善を行うことを含め、こうべみなとの

夜実行委員会の運営の改善がなされるべきである。 

令和６年度において、すでに来

場者数の測定や来場者アンケー

ト、地元の周辺事業者へのヒアリ

ングを実施し、その結果を踏まえ、

各委員と効果測定・事後検証にか

かる協議を行っている。 

なお、令和７年３月 21日に開催

された実行委員会（令和７年度予

算及び計画の審議）では、委員会の

運営改善を図るため、議案内容に

効果測定に関する資料を報告とし

て加え、各委員の知見に基づいた

多角的な議論を行い、令和７年度

の事業内容を決定した。 

今後も、同様の取り組みを進め

ることで運営の改善に努める。 

（港湾局） 

措置済 

［意見29］花火事業の事業展開の検討 

 花火事業につき、分散型花火と1日型花火の効果測

定を踏まえ、あらためていずれの型式で行うか等、今

後の事業展開について、観光振興の観点から十分な

検討を行うべきである。 

花火事業の効果測定について

は、引き続き、安全面や経済的な側

面を踏まえ、観光振興の観点から

実行委員会において検討を行い、

事業内容の決定を行っていく。 

なお、令和７年３月 21 日に開催

された実行委員会（令和７年度予

算及び計画の審議）において、令和

６年度に実行委員会が実施した主

要事業（みなと HANABI、週末花

火、ライトフェスティバル）の来場

者数が、従来の１日型花火大会と

同程度であったことから、複数日

に及ぶ来場者の回遊とそれに伴う

周辺への経済波及効果が認めら

措置済 
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れ、各事業に対する来場者の満足

度や周辺事業者の肯定的な意見等

も含め、年間を通じた賑わい創出

に寄与した取り組みであるとの結

論を得ている。 

（港湾局） 

 ３ 株式会社神戸ウォーターフロント開発機構と

の間における委託契約 

  

［指摘事項４］契約事項の遵守及び再発防止策の実

施 

港湾局と株式会社神戸ウォーターフロント開発機

構との間における委託契約について、港湾局が、委託

業務の大部分に係る一括した再委託を承認したのは

契約違反であり、再発防止策を講じるべきである。 

かかる再発防止策については、現行の港湾局の委

託審査委員会に上記再委託を前提に審査し、承認を

与えるといった形骸化がうかがわれることを踏ま

え、例えば、市と本件機構との間において、一定の金

額以上の随意契約を締結する場合には、外部有識者

による合議制の審査機関による審査を経るといった

制度的担保の構築が考えられるところである。 

港湾局においては、再発防止策

として、今後の委託契約に際し、再

委託の申請時に、再委託の業務内

容及び金額、事務の項目数、業務指

揮系統を提示させ、再委託の業務

範囲や受託者が全体統括している

ことを明確にする。これにより、一

括再委託でないことを明らかにし

た上で再委託の承認を行うなど、

適切に事務を遂行する。 

また、港湾局の委託審査委員会

においても、再委託の内容等厳正

に審査を行う。 

（港湾局） 

他の方法

で対応 

 ４ 神戸ポートタワーに係る変更工事   

［意見30］観光対策事業に係る必要性及び費用対効

果の事前検証 

 耐震補強他の改修という工事請負契約の本来の趣

旨と異なるプロジェクションマッピング対応工事の

ような観光対策事業については、原則として、入札時

から特段の事情の変更がない限り当該入札に係る工

事の追加工事として実施するべきではなく、例外的

に実施する場合であっても、その必要性及び費用対

効果に係る事前の十分な検証がなされるべきであ

る。 

変更契約において趣旨の異なる

内容が追加されること等のないよ

うに 2025 年２月 19 日付「工事に

おける追加工事の取扱いについて

（通知）」にて、関係者への周知を

行い、適切な事務処理を行うよう

に徹底した。 

（港湾局） 

措置済 

 ５ ポートターミナル   

［意見31］指定管理施設についての計画的な維持管

理の必要性 

市は、現在神戸観光局が指定管理を行っているポ

ートターミナルについて、施設の改修、建替など、今

後の維持管理について計画的に行うべきである。 

神戸港の各種施設の改修やウォ

ーターフロントエリア再開発の進

捗の中で、ターミナルの再整備に

ついても検討していく。 

（港湾局） 

措置方針 

第４ 文化スポーツ局   

 １ 神戸マラソン実行委員会への負担金   

［意見32］変更契約書における業務内容の詳細な記

載 

業務内容の変更に伴い変更契約書を締結する際、

具体的な業務内容の変更についても契約書へ詳細に

記載するべきである。 

 変更項目の内訳（細目）につい

て、これまでは見積書のみに記載

していたが、今後は変更契約の際

に契約書に記載することとし、令

和６年度の変更契約より実施し

た。 

（文化スポーツ局） 

措置済 
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［意見33］前年度の変更契約の内容等の十分な吟味

と次年度の契約への反映 

今後、受託業者との業務委託契約書締結に先立ち、

前年度の変更契約の内容等を十分に吟味し、次年度

の契約へ反映するべきである。 

令和７年度の業務委託契約締結

を行う際、前年度の契約内容につ

いてこれまで以上に精査し、実行

委員会予算の収支状況を十分に考

慮しながら当初契約に反映した。 

（文化スポーツ局） 

措置済 

［意見34］契約書における委託料算定根拠の詳細明

記 

受託業者との当初の業務委託契約においては、委

託料の算定根拠の詳細を契約書に明記するべきであ

る。 

委託内容の内訳（細目）につい

て、これまでは見積書のみに記載

していたが、令和７年度より当初

契約の際に契約書に記載した。 

（文化スポーツ局） 

措置済 

 ２ 神戸市民祭協会（神戸まつり）への補助金   

［指摘事項５］競争原理を生かした委託業者の選定 

神戸まつりの企画運営業務全般にかかる委託業者

は前年度までを踏襲する形の随意契約で同じ業者を

選定するのではなく、年度ごとに競争原理を生かし

た委託業者の選定を行うべきである。 

委託業務のうち、ステージの設

営等については、令和７年度の神

戸まつりから競争原理を生かした

業者選定へと見直しを図ってい

る。 

その他の業務については、委託

業者に対して詳細な業務報告書の

提出を求めており、報告書の内容

を確認しながら他の業者で対応可

能か検討する。 

（文化スポーツ局） 

措置方針 

［意見35］委託業者による業務報告書の提出 

委託業者との契約書において、業務完了報告は業

務報告書を作成して行うよう義務付ける条項を置

き、各委託業者に対して業務報告書の提出を徹底さ

せるべきである。 

令和７年度実施の神戸まつりに

ついて、契約書に業務報告書の作

成・提出を明記した。 

（文化スポーツ局） 

措置済 

［意見36］おまつり屋台村の屋台の出店料の検討 

年度ごとに、神戸まつり終了後におまつり屋台村

の収支のバランスを検討するほか、他の同種事例の

相場や、地元の放送業者が行っている屋台の出店料

とのバランスを考慮し、適宜、次年度以降の出店料の

変更、見直しを進めるべきである。 

市民祭協会の出店料について

は、地場産業の振興といった観点

から最低基準を定めたうえで実費

相当で徴収しており、市民祭協会

で負担する費用と出店料のバラン

スが取れている。出店調整は公共

性があると判断した団体（神戸市

および関連団体）に対して限定的

に実施しており、地元の放送業者

が行っている屋台とは性質が異な

るため、バランスを考慮する必要

はないと考えている。 

今後も設営業者の見積に合わせ

て適切な金額設定を行っていく。 

（文化スポーツ局） 

 

他の方法

で対応 

 ３ 神戸六甲ミーツ・アートへの補助金   

［意見37］補助金額の上限や基準設定 

神戸六甲ミーツ・アートについて、要綱上、補助金

額の上限や基準を設定するべきである。 

令和７年度申請分より、補助要

綱を改正し、補助金上限額の明確

化を行った。一方で、補助対象経費

は芸術祭の企画・運営に関わる経

他の方法

で対応 
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費であり、事前に個別具体的に補

助対象経費を確定し、要綱上に基

準を定めることは困難である。予

算化の際に「芸術祭の象徴となる

拠点の整備」や「無料エリアの拡

張」「国際展級アーティストの招

聘」など、六甲ミーツ・アートをさ

らに発展させるために必要な経費

を補助対象とすることを明確にし

ており、実際の執行は、これらの事

業に必要な経費か双方に確認しな

がら実施していく。 

（文化スポーツ局） 

［意見38］経済効果の検証 

神戸六甲ミーツ・アートへの補助金事業、金額につ

いては、主催者以外の地域事業者への経済効果が十

分かつ具体的に検証されるべきである。 

今後、令和８年度以降の支援の

方向性を検討する中で、文化・芸術

の観点からの定性的な指標に加

え、経済効果などの定量的な指標

も含め総合的な検証を行う。 

（文化スポーツ局） 

措置方針 

 ４ 神戸ゆかりの美術館   

［意見39］神戸ゆかりの美術館について指定管理者

の導入検討 

神戸ゆかりの美術館の運営について指定管理者の

導入を検討するべきである。 

美術館の役割や機能を踏まえた

うえで民間活力やノウハウをさら

に活用できる効率的な運営の在り

方を検討していく。 

（文化スポーツ局） 

措置方針 

［意見40］神戸ファッション美術館の所管の見直し 

神戸ファッション美術館の所管について、神戸ゆ

かりの美術館と同様、文化スポーツ局にすることを

検討するとともに、少なくとも両館を同じ局の所管

として統一的に運営方針を決定するべきである。 

ファッション美術館の集客向上

に向けた施策や効率的な運営方法

について検討しているところであ

り、今後、施設の設置目的・役割を

踏まえたあり方の整理をする中で

所管も検討していく。 

（経済観光局） 

措置方針 

 ５ 小磯記念美術館   

［指摘事項６］委託業者選定にかかる入札実施 

地方自治法上、自治体が行う契約は、一般競争入札

が原則であり、かかる原則論を重視するために、技術

的に可能であれば、入札による業務委託先の選定を

行うべきである。 

美術館の機能を踏まえたうえで

技術的な可能性を検討し、仕様書

作成や業者選定方法について契約

にかかる関係部局と協議しながら

検討する。 

（文化スポーツ局） 

措置方針 

第５ 建設局   

 １ 建設局における他局との連携   

［意見41］建設局における経済観光局・神戸観光局と

の連携 

 大規模公園ビジョンの観光エリアに係る具体的な

事業計画の策定やその実施については、建設局、経済

観光局及び神戸観光局による十分な連携に基づいて

行われるべきである。 

今後、大規模公園の再整備を実

施していく際には、観光振興の観

点からの状況分析、目標設定を行

う必要があると考えている。 

それらの検討においては、令和

７年度より経済観光局や神戸観光

局と情報を共有し、連携しながら、

措置方針 
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今後の具体的な事業計画の策定等

を進めていく。 

（建設局） 

 ２ 王子動物園の利活用   

［意見42］王子動物園の観光資源としての利活用 

王子動物園の再整備に係る今後の具体的な事業計

画の策定については、観光資源としての利活用の観

点を十分に踏まえて行われるべきである。 

例えば、動物科学資料館のように、教育施設として

の機能のほか、観光資源としての利活用を見込むこ

とができる施設のリニューアルや、王子動物園内の

遊園地及びレクリエーション機能の再配置について

は、Ｐａｒｋ－ＰＦＩを含むＰＦＩのような民間資

金やノウハウを活用することが考えられる。 

王子動物園は、市内有数の観光集

客施設という側面からも民間活力

の導入は必然の課題と考え、平成

26年以降、駐車場等管理運営業務、

動物園出改札等業務、旧ハンター

住宅公開業務、ふれあい広場運営

業務などに順次積極的に民間活力

を導入してきた。 

また、公益的な事業（種の保存・

教育・調査研究）はより高度かつ専

門的に、収益的な事業（レクリエー

ション）はより柔軟かつ効率的な

運営が求められており、運営方法

等様々な観点から総合的に検討を

続けていくことが重要であると認

識している。 

引き続き、他都市の状況や運営

上の課題を整理し、王子動物園に

とって最適な運営方法・ノウハウ

について、検討していく。 

（建設局） 

措置方針 

［意見43］王子動物園の活動指標・成果指標（ＫＰＩ）

の策定 

王子動物園の関連事業については、活動指標及び

成果指標（ＫＰＩ）を策定するべきである。 

王子動物園は公立動物園とし

て、観光資源としての役割以外に、

種の保存・調査研究・教育といった

公益的な役割が求められている。

この度策定した王子公園再整備基

本計画では、このような観点に基

づき王子動物園が目指すべき方向

性と具体的な取り組み方針を定め

ている。 

ご指摘のように、基本計画内に

数値目標は設けていないが、基本

計画に定められている取り組み方

針等が活動指標尚且つ成果指標だ

と考えている。 

今後は、基本計画に定めた一つ

ひとつの取組みを着実に実施し、

必要に応じ計画を見直しながらリ

ニューアルを進めていくことで、

王子動物園に求められる様々な役

割を十分に果たし、成果に繋げて

いく。 

（建設局） 

他の方法

で対応 

第６ 都市局   
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 １ 新ロープウェー建設   

［意見44］新ロープウェー建設の事業化については

十分な検討と合意形成に努めるべきこと 

新ロープウェー建設の事業化については、摩耶山

近辺への民間施設の誘致や有力な新観光コンテンツ

の開発等とセットでなければ事業化することについ

ては見合わせることも含め、十分な検討と合意形成

に努めるべきである。 

 新たなロープウェーの構想につ

いては、令和６年２月の「六甲山・

摩耶山の交通のあり方検討会」か

らの報告書をふまえて、導入の可

能性の検討を進めているところで

ある。 

 現在、導入の可能性の検討のた

め、国等と相談を行っているとこ

ろであり、引き続き、検討を深めて

いきたい。 

将来、事業化するとなれば、その

段階において、必要な情報提供な

どにより、合意形成に努めていき

たい。 

（都市局） 

措置方針 

第７ 交通局   

 １ 電車を利用した観光事業   

［意見45］委託先事業者の選定方法の考慮要素 

今後、民間事業者と連携して観光事業を行う場合

には、神戸地域への経済効果を主要な目的の一つと

して明確に位置付け、民間事業者の選定方法として

利益配分のほか、民間事業者が提案する集客方法や

広報力なども総合考慮の上、選定するべきである。 

観光事業を民間事業者に企画・運

営してもらうあたり、業者選定方

法として、交通局の収益配分だけ

ではなく、集客方法や広報方法な

どを提案してもらったうえで、総

合的に判断・選定していく。          

      （交通局） 

措置方針 

［意見46］経済観光局や神戸観光局との連携 

観光関連事業を実施する際には、Ｆｅｅｌ ＫＯ

ＢＥへの掲載をはじめとして、経済観光局や神戸観

光局と連携して観光事業等の広報を積極的に行って

いくべきである。 

交通局主催による観光関連事業実

施の際は、経済観光局や神戸観光

局に相談のうえ、「Feel KOBE」な

どへの掲載を検討していく。 

（交通局） 

措置方針 

 

第８ 神戸観光局   

 １ 契約事務   

［指摘事項７］契約事務に関する規程の制定 

神戸観光局は、契約相手の選定方法や契約書の作

成、契約内容に変更が生じた場合の対応等の契約事

務手続に関する規程を制定するべきである。 

契約規程を制定し、令和７年４

月１日に施行した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［指摘事項８］契約締結時の契約書作成または代替

手段 

神戸観光局は、契約事務において、原則として契約

書を作成するべきである。 

なお、契約書の作成を省略する場合には、発注書及

び請書を作成するなど少なくとも客観的証拠を残す

代替手段をとるべきである。 

令和７年４月１日より施行して

いる契約規程においては、契約書

の原則作成ならびにその代替手段

についても定めを設け、神戸観光

局全体に周知を行った。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［指摘事項９］契約内容変更時の変更契約書等の作

成 

神戸観光局は、締結した契約内容に変更が生じた

場合、契約内容に変更が生じた事実及び変更内容を

事後的に確認できるように変更契約書や覚書を作成

令和７年４月１日より施行して

いる契約規程においては、締結し

た契約内容に変更が生じた場合に

「変更契約書、変更覚書その他適

切な文書を作成」するよう定めを

措置済 
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するなどして客観的証拠を残すべきである。 設け、神戸観光局全体に周知を行

った。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

［意見47］契約相手の選定方法の見直し 

神戸観光局は、契約相手の選定に対して、公募型プ

ロポーザル方式や競争入札による選定を基本とし、

随意契約による選定は契約の性質または目的が公募

型プロポーザル方式や競争入札に適しないものに限

定する等、契約相手の選定方法を見直すべきである。 

令和７年４月１日より施行して

いる契約規程においては、契約相

手の選定方法として、競争見積方

式・プロポーザル方式・コンペ方式

を原則とするよう定めを設け、随

意契約はこれら公平性を担保可能

な選定方法を採用できない場合に

止むを得ず認められる選定方法で

ある旨を規程内に明記し、神戸観

光局全体に周知を行った。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 ２ 審査委員会の運営   

［指摘事項10］契約審査委員会の持ち回り審議の常

態化の是正 

神戸観光局は、契約審査委員会要綱では例外的に

許容されている持ち回り審議が常態化している現在

の審査会の審議を改め、委員会による会議体での審

議を原則とする運用とするべきである。 

なお、委員の出席の確保が困難な場合、Ｚｏｏｍ等

のウェブ会議システムを利用した委員会の開催を可

能とするための契約審査委員会要綱の改正も検討す

るべきである。 

令和６年12月19日に、要綱に則

り会議体での審査を原則とするよ

う神戸観光局全体に周知徹底し、

令和７年１月より会議体による審

査会を実施した。 

また現行の要綱であってもウェ

ブ会議システムを利用した委員会

の開催を妨げるものではない。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［指摘事項11］補助金支出の審査の適正化 

神戸観光局は、補助金事業について、補助金審査委

員会要領に基づき補助金審査委員会の審議によっ

て、適正に審査するべきである。 

補助金審査委員会については、

要領を徹底するよう、令和７年３

月24日に補助金を所管している観

光部内に周知した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 ３ 決裁手続   

［意見48］決裁区分の徹底 

神戸観光局は、契約締結や支出負担行為にかかる

決裁区分を徹底し、決裁区分を遵守した起案の作成、

決裁を行うべきである。 

決裁文書の起案ならびに稟議に

あたっては、処務規程に定める決

裁区分を遵守するよう、令和７年

３月31日に神戸観光局全体に周知

した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［意見49］契約書確認の徹底 

神戸観光局は、契約締結にかかる決裁手続に際し

て、契約書の記載に誤りがないか確認を徹底するべ

きである。 

契約締結にかかる稟議において

は、契約書の記載に誤りがないか

確認を徹底するよう令和７年３月

31日に神戸観光局全体に周知し

た。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 ４ 委託先選定における見積書の審査   

［指摘事項12］委託先選定時の見積書の厳密な審査 

神戸観光局は、契約の相手先業者を選定するに際

し、見積書の審査を厳密に行うべきであり、例えば、

単位を「１式」とだけするなど、あいまいな表記に対

令和７年４月１日より施行して

いる契約規程においては、見積書

の精査についても定めを設け、あ

いまいな表記のまま発注すること

措置済 
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しては、内容の詳細を追究するべきである。 のないよう神戸観光局全体に周知

した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

 ５ 会計処理１ 退職給付引当金   

［指摘事項13］退職給付費用の適正な算定 

神戸観光局は当年度の退職給付費用（退職給付引

当金繰入額）を適正に算定するべきである。 

令和６年度決算においては過大

に計上することなく適正に算定し

た。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［指摘事項14］過剰な引当金 

神戸観光局は退職給付引当金の定年退職等の退職

金の支給時において過剰に引き当てられていた各人

の要支給額について引当金を適切に取り崩すべきで

ある。 

また、令和5年度末において過剰引当となっている

退職給付引当金残高を適正金額に修正するべきであ

る。 

今後定年退職者が生じた場合

は、支給額と引当額の差額を適切

に取り崩す。 

また令和５年度末において要引

当額を超えて引き当てられていた

差額については、令和６年度決算

において適正金額に修正した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［意見50］退職給付引当金の計上基準 

退職給付引当金の計上基準を「期末退職給与の要

支給額（団体都合）に相当する金額を計上している」

と明確にするべきである。 

また、現状の団体都合要支給額で計上している退

職給付引当金の計上基準は保守的すぎるので、通常

の公益財団法人が採用している期末自己都合要支給

額を計上する方式に変更することを検討されたい。 

退職給付引当金の計上基準につ

いては、団体都合退職に相当する

金額であることが明確となるよ

う、令和６年度決算において財務

諸表の注記を改めた。 

また計上基準の変更について慎

重に検討したが、当財団の特殊性

を考慮し、引き続き現行の計上基

準を維持することとした。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 ６ 会計処理２ 賞与引当金   

［意見51］賞与引当金の計上方法の改善 

賞与引当金について、乖離幅が小さくなるような

計上方法を工夫し、改善を検討するべきである。 

令和６年度決算より、人事異動・

昇任・４月１日時点での実際の給

与月額を反映するなど、算定要素

をより詳細に設定することで支給

額との乖離はほぼ解消された。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［意見52］賞与引当金の計上に伴う社会保険料の計

上 

賞与引当金の計上に伴う社会保険料の相当額を計

上するべきである。 

令和６年度決算より、賞与引当

金に社会保険料事業主負担額も加

えるよう改めた。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［意見53］総勘定元帳上の勘定科目の適正化 

神戸観光局は総勘定元帳及び合計残高試算表上の

賞与引当金という勘定科目を支払手形勘定で表記し

ているが、賞与引当金勘定とするべきである。 

意見の誤表記は、当財団の会計

システムに賞与引当金勘定が存在

せず、他の科目で代用していたた

め生じたものである。令和６年９

月に賞与引当金勘定を新設したこ

とにより、誤表記は解消された。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 ７ 会計処理３ 固定資産   

［指摘事項15］固定資産台帳と総勘定元帳等の勘定

科目の不一致の解消 

建物と建物付属設備の金額が固定資産台帳と総勘

総勘定元帳に誤りがあったため

修正し、令和６年９月に、固定資産

台帳との金額の不一致を解消し

措置済 
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定元帳・合計残高試算表の勘定科目の金額が不一致

となっているので、適正に修正するべきである。 

今後は、台帳と会計帳簿が不一致とならないよう、

毎年度末に一致しているかを必ず確認する必要があ

る。 

た。今後は、台帳と会計帳簿が不一

致とならないよう、毎年度末に確

認を実施する。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

［指摘事項16］間仕切りの表示勘定科目の適正化 

総合インフォメーションセンターにある間仕切り

が什器備品に分類されているが、その構造から建物

付属設備等に分類するべきである。 

令和６年９月に、当該資産の分

類を什器備品から建物付属設備に

変更した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 ８ 会計処理４ その他の勘定科目の会計処理   

［意見54］業務委託費に計上されている弁当代金の

勘定科目の見直し 

神戸観光局は神戸国際会議場及び神戸国際展示場

等で開催される学会等で提供している弁当代を業務

委託費に計上しているが、適切な勘定科目に変更す

るべきである。 

意見の支出は当該会計部門の

「斡旋代行」業務において発生す

るが、当財団では従前より、同業務

で生じる支出を、その内容に関わ

らずすべて業務委託費として計上

している。販管費に含まれる勘定

科目と区別し、斡旋代行業務の損

益を正確に把握するために必要な

選択であり、業務委託費という勘

定科目を用いることは適切と考え

ている。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

他の方法

で対応 

［指摘事項17］指定管理者の収支報告（決算報告）に

おける本部費の計上 

神戸観光局は、指定管理事業の適切な収支の把握

のために、市に提出している指定管理者の収支報告

（決算報告）に本部費を計上するべきである。 

また、市としても、本部費を含めた公の施設の収支

報告（決算報告）を提出するように指導するべきであ

る。 

神戸観光局は、所管課の指導に

従い、令和６年度収支報告より、本

部費を計上するよう改めた。 

  （一般財団法人神戸観光局） 

市は、指定管理者に対して令和

７年３月に文書で間接費（本社経

費等）の配賦計算基準を明確にし

た上で、収支を報告するよう指導

した。  

（経済観光局） 

措置済 

 ９ 事業   

［意見55］各事業の効果測定及びその測定方法自体

の適正かつ厳密な検証 

市と神戸観光局は、実施する事業について、その事

業によって得られる効果を適正かつ厳密に検証する

べきである。 

また、検証方法や検証の過程は記録化し、方法・過

程自体の検証も行うべきである。 

これまでも各事業について年間

を通して適宜検証を行い随時事業

に反映させてきたが、検証方法や

過程を記録化していなかったた

め、令和６年度に実施した観光関

連事業について、進捗状況も鑑み

ながら事業の効果測定およびその

測定方法自体の適正かつ厳密な検

証を令和７年３月に経営陣とも行

い、検証方法や検証の過程につい

ては、記録を残した。 

（経済観光局・一般財団法人神戸

観光局） 

措置済 

 10 アーリーバードキャンペーン事業   

［意見56］アーリーバードキャンペーン事業の継続 令和６年度中にアーリーバード 措置済 
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の見直し 

神戸観光局は、アーリーバードキャンペーン事業

について、財団負担金事業との重複が生じている現

状を踏まえて、事業を継続する必要があるか見直す

べきである。事業を継続する場合には、対象となるツ

アーには原則として助成事業を案内する等して積極

的に活用し、担当者の裁量による現在の運用は改め

るべきである。 

キャンペーン事業補助金の要綱を

見直し、令和７年度からは中内財

団負担金事業との条件重複を生じ

ないよう整理した。 

上記整理により、担当者の裁量

による運用が今後発生することは

なく、同事業についても継続して

実施していく。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

 11 首都圏へのプロモーション事業   

［意見57］首都圏へのプロモーション事業の見直し 

神戸観光局は、首都圏へのプロモーション事業に

ついて、事業の見直しを行い、メディアへのプロモー

ションの方法を再検討するべきである。 

プロモーションを行う広告媒体

はテレビや雑誌、SNSや WEBメディ

ア等様々であり、媒体ごとの特性

を見極めながら、有効なプロモー

ションを実施していく必要がある

と考えている。 

例えば、テレビ等の媒体には副

次的効果が期待できると考えてお

り、過去にテレビ放送で観光施設

周遊券をプロモーションした際に

は、他の販売日と比較して３倍以

上の販売枚数を記録したこともあ

る。効果測定の指標としては、令和

７年度は広告換算額に加え、WEBサ

イトや SNS へのリーチ数、神戸へ

の観光意向調査を加えた。 

今後も費用対効果の検証を行い

ながら、テレビや雑誌、その他広告

媒体の特性等を見極め、神戸を今

まで以上に認知いただけるよう実

施していく。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

他の方法

で対応 

 12 リアルプロモーション事業   

［意見58］リアルプロモーション事業の見直し 

神戸観光局は、リアルプロモーション事業の見直

しを行い、事業内容を再検討するべきである。 

指摘のあったリアルプロモーシ

ョン事業については、廃止するこ

ととした。 

なお、神戸と空路・海路でつなが

っている都市等を対象に現地にて

対面で実施している広報活動につ

いては、引き続き実施していく。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 13 海外トップインフルエンサー招聘事業   

［意見59］海外トップインフルエンサー招聘事業の

廃止検討 

今後、海外トップインフルエンサー招聘事業の実

施は廃止を検討するべきである。 

影響力のあるインフルエンサー

による発信は、こちらがリーチし

たい相手のターゲティングがしや

すく、的確なターゲットに情報を

届けることができるとともに、フ

ォロワーによる拡散や口コミによ

他の方法

で対応 
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る２次的広がりも期待できる。 

そのため、神戸の旅のイメージ

を訴求する体験型の観光コンテン

ツ周知のためにはトップインフル

エンサー等を活用したプロモーシ

ョンは有効だと考えているため、

費用対効果の検証を行いながら、

ＨＰ、ＳＮＳ、インフルエンサー等

を引き続き適宜活用する。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

 14 ワコーレビジョン放映事業   

［意見60］ワコーレビジョン観光ＰＲ映像放映事業

の継続の見直し 

神戸観光局は、神戸ハーバーランド大型ビジョン

（ワコーレビジョン）による観光ＰＲ映像の放映事

業について、その必要性や費用に見合う効果の有無

等を検討し、事業継続の是非を見直すべきである。 

ビジョンを活用した他都市との

相互プロモーションは、神戸以外

の都市で神戸の魅力を発信できて

おり、一定の効果があると考えて

いる。 

令和６年度より、写真付きで放

映状況を都市間で相互に報告し合

うことで、実態を把握した。また、

効果測定については、市の観光動

向調査等により把握する。引き続

き費用対効果の検証を行いながら

実施していく。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

他の方法

で対応 

 15 神戸観光親善大使事業   

［意見61］神戸観光親善大使事業の継続の見直し 

神戸観光局は、神戸観光親善大使について、その必

要性、事業費に見合う観光振興効果の有無等につい

て検討し、継続の是非を含め、事業を見直すべきであ

る。 

神戸観光の振興において、様々

な手法を検討した結果、観光親善

大使事業については、親善大使の

持つスキルや認知度を活用するこ

とでメディア露出や出務回数が以

前よりも増加しており、現時点で

は当事業が最適であると考えてい

る。引き続き検証を行い、事業は継

続することとした。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

他の方法

で対応 

 16 観光案内所の運営   

［意見62］運営実績等の報告義務の明文化 

神戸観光局が有馬温泉観光協会へ支払っている有

馬温泉観光総合案内所の運営経費に係わる負担金に

関し、同案内所運営に係わる覚書において実績等の

報告を求める条項を追加するべきである。 

令和７年度からは協定書内に報

告を求める条項を追記した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［意見63］案内人数の集計・報告の実施 

神戸観光局は、神戸空港総合案内所における案内

人数を把握するため、同所においても案内人数を集

計し、神戸観光局に報告するよう運営主体と協議す

るべきである。 

令和７年度の協定書の締結に向

けて、監査の意見を踏まえ案内人

数の集計及び報告について検討い

ただくよう運営主体と協議を行っ

ているところである。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置方針 

 17 神戸公式観光サイトの運営   



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

［意見64］観光公式サイトの情報掲載基準の作成、及

び外部との協力体制の構築 

神戸観光局は、公式観光サイトへ掲載する観光関

連情報について、情報の掲載基準を定めるとともに、

市の他局や外郭団体、指定管理者等と情報提供、収集

等の連携体制を構築し、必要十分な観光情報を発信

することができるように取り組むべきである。 

市の他局や外郭団体に対し、神

戸観光局の公式サイトを活用して

もらうよう令和７年５月７日に伝

達をした。神戸観光公式サイトで

はイベント情報、お知らせ、施設情

報、記事など多岐にわたるジャン

ルを扱っている。 

掲載基準については以下の通り

定め、令和７年３月 19日にＨＰに

掲載した。 

【掲載基準】 

① 市内で開催されるイベント 

② 市内外からの集客を見込み

広く観光誘客に資するもの 

③ 個店のフェアやプロモーシ

ョンやキャンペーン等でな

いこと 

④ 公序良俗に反しないこと 

引き続き必要十分な観光情報の発

信に向けて情報収集等に取りくん

でいく。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 18 ちょい飲み手帖制作業務に係る委託事業   

［意見65］ちょい飲み手帖掲載店舗間の公平性を担

保する仕組み作り 

今後も同様の事業を実施するのであれば、掲載店

舗・事業者間の公平性を担保する仕組み作り、少なく

とも、掲載の機会の公平性を確保する方策や、掲載店

舗の選定・審査の透明性等を確保する方法を、委託先

事業者に要求するべきである。 

今後も同様の事業を実施する際

は、掲載店舗・事業者間の公平性を

担保するため、委託先を公募した

うえで実施する。公募にあたって

は掲載店舗の選定基準を明示さ

せ、恣意的な選定となっていない

ことを確認する。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 19 ｄａｔｅ．ＫＯＢＥ事業   

［指摘事項18］ｄａｔｅ．ＫＯＢＥ事業への補助金支

給の廃止 

神戸観光局は、ｄａｔｅ．ＫＯＢＥ事業への補助金

支給を廃止するべきである。 

令和６年度より補助金支給は廃

止した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 20 神戸ウェディング会議への協賛金   

［指摘事項19］神戸ウェディング会議への協賛金の

廃止 

神戸観光局は、神戸ウェディング会議に対して、協

賛金の支出を廃止し、これまで支出した協賛金につ

いて、使途を調査するべきである。 

団体への協賛金支出を令和６年

度より廃止した。 

令和６年６月から７月にかけて

決算書類や通帳コピーの確認を行

った。 

また、令和６年11月29日に「神戸

ウェディング会議 第21回 総

会」で、収支報告を受けた。これま

でに支出した協賛金についても、

令和６年度同様に総会で毎年報告

を受けていた。 

措置済 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

 （一般財団法人神戸観光局） 

 21 スマアワＳｈｉｐ＆Ｃｙｃｌｅ事業   

［意見66］スマアワＳｈｉｐ＆Ｃｙｃｌｅ事業の終

了、実施方法の総括 

市（港湾局）は、スマアワＳｈｉｐ＆Ｃｙｃｌｅ事

業を予定どおり終了し、予算組・計画策定段階も含

め、実施方法について総括を行うべきである。 

当初より３年計画の実証事業

であったことから、予定どおり終

了する。 

社会実証実験は、利用ニーズの

検証も目的の一つである。採算性

を事前に検討するため、予算編成

の段階から民間事業者を参画さ

せるスキームについて、どのよう

なスキームが可能か今回の意見

も踏まえ検討していきたい。 

（港湾局） 

他の方法

で対応 

22 神戸港カレンダーや神戸港グッズの販売   

［意見67］神戸港カレンダーや神戸港グッズの製造

中止 

神戸観光局は港湾振興事業において行っている神

戸港カレンダーや神戸港グッズの製造中止を検討す

るべきである。 

令和６年度より販売用のグッズ

の制作は行っていない。 

神戸港カレンダーについては、

会員への特典になっていることか

ら、制作部数を考慮しながら継続

する。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

他の方法

で対応 

 23 廃止・終了される事業の総括   

［意見68］廃止・終了される事業の総括 

神戸観光局は、令和5年度で廃止した夜景バス事業

や、直営の事業としては終了するアニメツーリズム

事業について、総括的な検証を行ない、今後行う事業

に活かするべきである。 

両事業について今後の事業に活

かせるよう、総括的な検証を実施

した。 

夜景バス事業については、神戸

の夜景を気軽に楽しんでいただ

き、また滞在型・周遊型観光につな

がる神戸への誘客を図ることを目

的に、補助金により夜景を活用し

た旅行商品の販売支援を行ってき

た。コロナ後も山上施設と連携す

るなど改善に努めてきたが、乗車

数を鑑みこれ以上は事業を継続で

きないと判断し、終了することと

した。 

アニメツーリズムについては、

継続して行う事業としては終了

し、民間が主体として行う事業に

情報発信などで協力することとし

た。なお、令和６年度においては

「推しの子」や「原神（げんしん）」

といった人気アニメやゲームとの

コラボレーション企画を民間事業

者が神戸市内で開催し、効果を上

げている。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 24 政教分離原則との関係で問題のある支出   



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

［意見69］支出の見直し 

市は、神戸観光局と共に、有馬観光振興イベントに

おける入初式について、神戸観光局が市の財源によ

り支出している補助金の見直しを行うべきである。 

入初式は純粋・厳格な宗教行事

ではなく、新春の風物詩として観

光客に親しまれている行事であ

る。領収書の項目について、誤解を

生じさせる表記については、令和

６年度実施分から改めた。 

（経済観光局・一般財団法人神戸

観光局） 

措置済 

 25 訪日グループ旅行を対象とした助成事業   

［指摘事項20］要綱における助成要件充足性の確認

の徹底 

神戸観光局は、既存の宿泊証明書に加えて、報告書

や領収書を聴取する等して申請のあった訪日旅行グ

ループが神戸市内の観光施設に立ち寄り、食事を行

った事実の確認を徹底するとともに、パスポートの

写し等を聴取して訪日旅行客であることの確認を行

うべきである。 

令和７年１月以降の申請は、立

ち寄り先の観光施設・食事施設に

ついても、申請者に対し領収書等

の写しを提出させることで履行確

認を行うこととした。 

また、海外の旅行会社から宿泊

証明書や行程表の提出をもって訪

日旅行客であることの確認を行っ

ているため、個人情報管理のリス

クがあるパスポートの写しの提出

による本人確認は実施しない。な

お、令和７年度から本助成事業は

廃止を決定した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

他の方法

で対応 

 26 ポートピア81記念基金による補助金の支出   

［指摘事項21］要綱と整合性のある補助金の運用 

神戸観光局は、ポートピア81記念基金を利用した

インフィオラータこうべ事業への補助金の交付につ

いて、現在の申請体制のあり方の見直しを含め、交付

要綱と整合性のある運用に改めるべきである。 

当該事業に対する補助金交付に

ついては、問題の所在を再度検証

し、要綱の改正も含め、適切な運用

となるよう検討していく。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置方針 

［指摘事項22］報告書の徴取の徹底 

神戸観光局は、インフィオラータこうべ事業につ

いて、補助事業完了実績報告書の徴取を徹底するべ

きである。 

実行委員会に対して、令和７年

度からは指定様式に則った報告書

の提出を求めることを令和７年2

月20日に伝達し徹底を図った。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 27 観光事業補助金   

［意見70］補助金の実績報告書の添付資料の充実・明

確化 

神戸観光局は補助金に係わる「補助事業完了実績

報告書」実績報告書に請求書、領収書の写し等の事業

に係わる支出の証憑を提出させるよう観光事業補助

金交付要綱を改正するべきである。 

実績報告書と合わせて支出の証

拠書類を提出するよう補助金交付

要綱を令和７年４月１日に改正し

た。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

 28 有馬４施設   

［意見71］勘定科目と整合した費用の請求及び費用

負担の範囲の明確化 

 神戸観光局は、市に対し「修繕費」の名目で什器備

品代を請求するべきではない。 

また、市は、指定管理事業において、市と指定管理

者のそれぞれが負担するべき費用やその範囲を明確

協定書において、「修繕」の定義

は明確にしているが、備品と修繕

を詳細に記載しているものでは無

いため、令和５年度修繕費の精算

および費用負担の整理について

は、協定書上の定義を前提として、

措置済 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

化するべきである。 神戸観光局及び市で協議の上、令

和６年３年 31日付神経観第 670号

文書（市から神戸観光局への通知

文）において、それぞれが負担する

べき費用やその範囲を明記した。 

令和６年度以降も協議のうえそ

れぞれが負担するべき費用やその

範囲を明記している。 

（経済観光局・一般財団法人神戸

観光局） 

 29 神戸国際会議場・国際展示場   

［指摘事項23］50万円超の小修繕工事に関する市と

の事前協議の実施 

神戸観光局は、50万円を超える小修繕が発生した

場合、仕様書の定めに従い、その都度、市と事前協議

を実施するべきである。 

所管課である観光企画課に対

し、所定の様式を作成し、神戸市へ

の事前協議を実施する旨を２月14

日に口頭で、また、３月24日にメー

ルにより確認した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［意見72］実施した修繕工事の報告時期の見直し 

神戸観光局は、修繕工事を実施した場合、速やかに

報告書を提出するべきである。 

所管課である観光企画課に対

し、履行確認の時点で神戸市へ業

者からの作業報告書等を提出する

旨を２月14日に口頭で、また、３月

24日にメールにより確認した。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

［意見73］利用料金改定の検討 

市と神戸観光局は、神戸国際会議場及び神戸国際

展示場の利用料金について、周辺他都市のＭＩＣＥ

施設の利用料金も踏まえて改定に向けて協議するこ

とが望ましい。 

施設の利用料金改定について

は、指定管理者にとって収益が増

加する面がある一方、周辺他都市

のＭＩＣＥ施設との競争力低下に

もつながるため、集客への影響に

も配慮しながら検討する必要があ

る。 

市としては、令和７年度に次期

指定管理者の募集を行う予定であ

ることから、事業者からの提案な

ども参考にしながら、適切な料金

設定を検討する。 

（経済観光局・一般財団法人神戸

観光局） 

措置方針 

［意見74］国際会議の誘致に向けた協力体制の構築 

神戸観光局は、国際会議の誘致に向けて、兵庫県と

の間で協力体制を構築するべきである。 

兵庫県とは、誘致案件が発生し

た際には、兵庫県から神戸観光局

（神戸コンベンションビューロ

ー）に対して連絡が入る協力関係

がすでに構築されている。兵庫県

にはＭＩＣＥの窓口となるビュー

ロー機能が存在しないため、意見

交換や協議の場を設けることは困

難であり、現行の協力関係のもと、

国際会議の誘致に向けて引き続き

取り組んでいく。 

他の方法

で対応 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 
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 （一般財団法人神戸観光局） 

 30 近隣都市との広域連携強化   

［意見75］近隣都市との広域連携強化 

神戸観光局は、未だ実施されていない顧問に就任

している首長との意見交換の場を設けること検討す

るべきである。また、現在おこなわれている役所間の

連携に留まらず、双方の住民や観光業者を巻き込ん

で、新たな視点で双方の地域の特性及び観光資源の

魅力の洗い出し、その魅力の連携を図り、観光客に訴

求するためのマーケティング戦略を立てる等の方策

を検討するべきである。 

首長に顧問に就任頂いている自

治体の一部とは、令和６年度事業

において共同で観光イベントにて

ブースを出展したり、インバウン

ド向けの観光コンテンツを造成し

たりするなどの連携を行ってい

る。 

首長との意見交換および、双方

の住民・観光事業者を巻き込んだ

方策については、効率性や効果の

観点から検討した結果、各自治体

によって観光資源の性質や特色が

異なることから、顧問に就任頂い

ている自治体と統一的なテーマで

の連携をはかるのではなく、神戸

が観光の軸として持つ複数のテー

マに合致する自治体とそれぞれ連

携を図ることがより効果的である

と考え、現在行っている近隣自治

体・団体との連携事業に引き続き

注力していくこととした。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

他の方法

で対応 

 31 ＤＭＯとしての役割・機能   

［意見76］ＤＭＯとしての役割・機能の再検討 

市と神戸観光局は、神戸観光局がＤＭＯとしての

本来の役割・機能を果たせるよう現状の体制、運営、

役割分担、連携のあり方等の見直しを行うべきであ

る。 

市と神戸観光局の役割分担はＤ

ＭＯ発足時に整理している。 

神戸観光局は、日常的に旅行会

社、交通関係者、観光施設、宿泊施

設等と意見交換を行いＤＭＯとし

て多様な関係者との合意形成を図

っている。また、これらの情報をも

とに各施策を立案し、市に対して

意見し事業に取り組んでいる。 

また、各事業について年間を通

して検証を行っており、これらの

検証を踏まえ翌年度の事業を検

討・立案し、市に対して事業の必要

性等を意見している。その上で市

との協議を経て市及び神戸観光局

で予算を措置している。今後は必

要に応じて検証の記録をより明確

な形で残していく。そして今後も

神戸観光局内において、事業実施

に向けたより具体的かつ精緻な事

業の計画を立案・実行していく。 

引き続き市と連携しながらＤＭ

Ｏとしての役割を果たしていく。 

他の方法

で対応 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

（経済観光局・一般財団法人神戸

観光局） 

［意見77］多様な関係者との合意形成の充実化、及び

既存の観光資源発掘、活用、磨き上げに向けた具体的

な取組の実施 

神戸観光局は、ＤＭＯとして求められる役割を果

たすため、関係する事業者のみならず、地域に向けた

取組をより充実させるとともに、観光資源の発掘、磨

き上げに向けた取組にも引き続き努めるべきであ

る。 

神戸観光局はＤＭＯ登録以降、

観光地域づくりの司令塔の役割を

果たすために、観光データの収集・

分析やマーケティング情報の配信

を行い、観光関連事業者との意見

交換会など通して多様な関係者と

の合意形成を図り、様々な場での

講演や神戸フィルムオフィス事業

への参加を呼びかけるなど市民の

理解・参加の促進に努め、既存の観

光資源の発掘や磨き上げなどに取

り組んできた。 

新たな取り組みとして、令和６

年度には市内の大型イベントに合

わせて地域の飲食事業者を巻き込

み、市内回遊と飲食店利用を促進

することを目的としたキャンペー

ンへの参画を呼びかけた。また、体

験型ツアーのプラットフォームで

ある「神戸のとびら」にて、市内の

茅葺職人や、漁業者、商店街と伴走

しながら各種ツアーを販売した。

さらに、学生を対象に「神戸インバ

ウンドガイド育成プログラム」を

実施し、観光の取り組みへの参画

促進に努めた。 

これらの取り組みから、地域に

向けた取り組みを含め、観光庁の

示すＤＭＯの役割を一定程度果た

していると考えており、今後もこ

れらの取り組みを継続し、ブラッ

シュアップさせながら充実させて

いく。 

 （一般財団法人神戸観光局） 

措置済 

第９ 神戸ポートタワー（賃借人：株式会社神戸ウォ

ーターフロント開発機構） 

  

［意見78］適正賃料の設定 

 賃料設定は市の算定基準に基づくものであり基準

に反するものではないが、ウォーターフロント開発

機構は神戸ポートタワーを転貸等することにより、

神戸市に賃料を支払ったとしても年額約4400万円の

利益（ただし、別途ウォーターフロント開発機構の本

社経費は発生する。）を継続的に得られることになる

ことを踏まえ、神戸ポートタワーのように収益力を

有する施設においては、収益力を考慮した適正な賃

料とするべきである。 

現行の賃料は市の算定基準（神

戸市不動産貸付料算定基準）に基

づいて設定しており、また人件費

を含む本社経費を除けば、多額な

利益は発生していないことに加

え、今後は、小修繕費用の増額も予

想されるため、改定は行わない。 

利益の使途については、引き続

き、都市再生推進法人としてエリ

アマネジメント活動に充てられて

他の方法

で対応 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

いるか報告を求め確認を行ってい

く。 

（港湾局） 

第10 神戸市立六甲山牧場（指定管理者：六甲山牧場

運営共同事業体） 

  

［意見79］施設修繕費用の実質的負担者の明確化  

六甲山牧場の施設の修繕費用の実質的負担者が市

と指定管理者いずれにあるのかを一義的に明確にす

る書面を作成するべきである。 

市有施設の修繕費について、市

が実施する改修・大規模改装は市

が費用を負担し、管理運営納付金

を財源とする旨、またそれ以外の

指定管理者が実施する修繕は指定

管理者が費用を負担する旨を、次

期指定管理者の公募の際に、明記

する。 

（経済観光局） 

措置方針 

［意見80］管理運営納付金額決定への市の関与及び

管理運営納付金の循環中止 

六甲山牧場チーズ館1階の管理運営納付金額の算

定を指定管理者に委ねるのではなく、市が主体的に

決定するべきである。 

また、六甲バターから市を経由して指定管理者に

修繕費用375万円を実質的に循環させている現在の

運用は改めるべきである。その際には、指定管理者に

任せるのではなく、市が当事者として前記合意書の

見直しも含めて積極的に是正を図るべきである。 

次期指定管理者の公募の際に、

管理運営納付金額について、市が

主体的に金額を決定するよう見直

すとともに、市が改修工事・大規模

改装費を負担し、その財源として

納付金の一部または全部を充当す

ることを明記する。 

（経済観光局） 

措置方針 

［意見81］本社経費の相当性についての意識と適正

化 

市は、指定管理者が算出する本社経費について、そ

の根拠等を確認の上、同金額が適正か検討し、不適正

であれば指定管理者に対し修正等の措置を求めるべ

きである。 

従前から選定評価委員会の委員

に公認会計士を登用することで、

選定時に本社経費の相当性を検証

し、適正と判断している。また、年

度終了後の評価時においては、指

定管理者が提案時に算出した金額

と実績とを比較検証し、適正であ

ったことも確認している。 

（経済観光局） 

措置済 

第11 神戸市立青少年科学館（指定管理者：ＳＦＧ神

戸） 

  

［意見82］施設運営目的の乖離 

施設運営の目的について、市と指定管理者との間

に乖離が生じないよう、市は、施設の位置付けや運営

目的の認識を速やかに再検討し、効果的な施設運営

の観点からも市と指定管理者との間で施設運営目的

や方向性について共有を図るべきである。 

11/2 館長との面談、11/25 指定

管理者幹部との定例会においての

協議を通じて、青少年科学館があ

くまで社会教育施設であることを

基本にしつつ、同時に年間 40 万人

の来館者を迎える施設として地域

の賑わい創出の役割も果たしてい

ること、さらに来館者増を図る意

味からも引き続き観光需要に応え

るための取り組みやＳＮＳなどを

活用したＰＲにも力を入れていく

ことを共通認識として確認した。 

（文化スポーツ局） 

 

措置済 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

第12 神戸市風見鶏の館、神戸市ラインの館（指定管

理者：株式会社日比谷花壇） 

  

［意見83］再委託手続 

市の指定管理者管理運営業務協定書は、指定管理

者が業務を執行するにあたっての再委託手続等につ

いて定めているところ、指定管理者は協定書に従っ

た手続を履践するべきである。 

市は、指定管理者が協定書に従った再委託契約手

続等を行うよう指定管理者を監督するべきである。 

指定管理者に確認したところ、

限定的な範囲の外注であれば再委

託契約手続は不要という認識であ

ったとのことであり、また市とし

てもその実態を監督できていなか

った。今回の指摘を受け、市と指定

管理者で改めて業務の執行状況を

確認し、必要な再委託契約手続を

全て実施した。 

（文化スポーツ局） 

 

措置済 

［意見84］官民協働の推進 

市が主導して市が所有または関係する類似施設間

の協働を図るべきである。 

市が所有する風見鶏の館、神戸

観光局が運営する萌黄の館はどち

らも国の重要文化財であり、二館

のさらなる協働は地域全体の魅力

向上にも繋がる。現在、風見鶏の館

は休館中であるが、公開再開後の

事業展開について、本監査の意見

を踏まえ令和７年３月より神戸観

光局、株式会社日比谷花壇（R7～

風見鶏の館指定管理者）と文化財

課の三者で協議を行っており、両

館での共同イベント実施等を検討

している。 

（文化スポーツ局） 

 

措置済 

第13 神戸布引ハーブ園（指定管理者：神戸リゾート

サービス株式会社） 

  

［意見85］間接費（本社経費等）の相当性についての

意識と検証 

市は、指定管理者が算出する間接費（本社経費等）

について、その相当性について意識し、同金額が適正

か検討するべきである。 

「新神戸ロープウェー再整備等

事業」における間接人件費の配分

は、事業開始時の事業者提案に従

って業務を遂行することを、ＰＦ

Ｉ事業契約書および指定管理事業

長期協定書で定めている。 

年度ごとの収支計画の確認時に

配分の妥当性について検証すると

ともに、次期事業者選定の際には、

間接人件費について、改めて検証

したうえで決定する。当内容は、マ

ニュアルに追記する予定である。 

（建設局） 

措置方針 

［意見86］モニタリング結果の記録 

市は、モニタリングを実施した場合には、実施結果

を記録として保存するべきである。 

指定管理事業長期協定書に基づ

き作成したモニタリングマニュア

ルに従って、事業者が行う業務に

対してモニタリングを実施してい

る。 

意見のあった実地検査によるモ

ニタリングは、書類検査によるモ

措置済 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

ニタリングの結果により必要と認

める場合に実施するもので、指摘

が必要な場合は、書類検査による

結果の通知として行うこととして

いる。 

令和７年度以降の実地検査によ

るモニタリングについては、モニ

タリングマニュアルを改定し、実

施状況を記録し保存するとととも

に、指摘の有無に関わらず事業者

に対して実施結果の通知を行うこ

ととする。なお、当内容について

は、すでに事業者に伝えている。 

（建設局） 

第14 神戸海洋博物館（指定管理者：株式会社丹青

社） 

  

［意見87］本社経費の相当性についての意識と適正

化 

市は、指定管理者が算出する本社経費について、そ

の根拠等を確認の上、同金額が適正か検討し、不適正

であれば指定管理者に対し修正等の措置を求めるべ

きである。 

従前から選定評価委員会の委員

に公認会計士等を登用している

が、選定時および評価時に本社経

費を含む収支計画や実績の妥当性

を確認した上で選定・評価を行っ

ていく。 

（港湾局） 

措置済 

［指摘事項24］協定書中の契約内容の遵守及び指導 

指定管理者は、再委託先との間で、最低賃金法を遵

守することを求め、同法に違反した場合の解除等を

意識した再委託契約を締結するべきである。 

また、市も再委託の承諾を行うにあたり締結予定

の契約書を確認しているのであるから、前記協定書

に基づき指定管理者を指導するべきである。 

指定管理者に対して、再委託事

業者との委託契約について、最低

賃金法の順守等の条項及び違反し

た場合における解除等の措置等を

盛り込むよう指導した。 

また、再委託の承諾にあたって

は、協定に沿った契約になってい

るか確認を徹底する。 

（港湾局） 

措置済 

第15 神戸港ウォーターフロントエリア（指定管理

者：神戸港“Ｕ”パークマネジメント共同事業

体） 

  

［指摘事項25］協定書中の契約内容の遵守及び指導 

指定管理者は、再委託先との間で、最低賃金法を遵

守することを求め、同法に違反した場合の解除等を

意識した再委託契約を締結するべきである。 

また、市も再委託の承諾を行うにあたり締結予定

の契約書を確認しているのであるから、前記協定書

に基づき指定管理者を指導するべきである。 

指定管理者に対して、再委託事

業者との委託契約について、最低

賃金法の順守等の条項及び違反

した場合における解除等の措置

等を盛り込むよう指導した。 

また、再委託の承諾にあたって

は、協定に沿った契約になってい

るか確認を徹底する。 

（港湾局） 

措置済 

［指摘事項26］仕様書中の契約内容の不遵守 

指定管理者は、仕様書に定められたとおり業務を

行うべきであり、市も仕様書を確認の上、神戸港共同

事業体を指導するか、必要に応じ仕様書を改訂する

専占用又は緑地使用許可使用

者が使用した光熱水量について

は、使用者が撮影した使用前後の

メーターを基に使用量を確認し、

措置済 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

べきである。 市が指定する様式により指定管

理者自身が市へ報告するよう指

導を行い、令和６年８月以降は、

仕様書に定められたとおりに改

善した。 

また、修繕に係る報告について

は、令和７年度業務より、四半期

ごとに市へ報告するよう仕様書

を改めた。 

（港湾局） 

［意見88］ハーバーランド広場の跳ね橋の修繕、点検

についての検討 

市は、跳ね橋が故障した際に修繕するか否か、跳ね

橋の機能を維持し続けるための点検を継続するかに

ついては、修繕費用、点検費用等の費用に見合うだけ

の地域への経済効果があるのか、具体的な観光資源

としての経済波及効果等を十分に考慮して検討する

べきである。 

そして、それらが説明し得ないのであれば跳ね橋

機能の維持を断念するべきである。 

ウォーターフロントエリアの

中では、人通りの少ないエリアで

あるが、年間一定数の来訪者が周

辺を訪れている。また、ご指摘の

とおり、「ウェブ上の観光客等の

口コミでは、跳ね橋の形状につい

て魅力を感じる」との声もあるこ

とから今後、周辺施設と一体的に

観光資源としての活用方法を検

討する。 

（港湾局） 

措置方針 

第16 神戸ファッション美術館（指定管理者：神戸新

聞地域創造・神戸新聞事業者共同事業体） 

  

［意見89］神戸ファッション美術館の位置付け、現実

的な路線としての観光資源・観光施設への明確な方

針転換の必要性 

市は、神戸ファッション美術館を、設立当初の理

念・目的に拘泥することなく、現実的な路線として観

光資源・観光施設として明確に位置付けて積極的に

集客を図り、施設自体の黒字化を図るべきであるが、

そのような方向転換を図らないのであれば、施設そ

のものの廃止や民間への売却も検討するべきであ

る。 

ファッション美術館の建築用途

は美術館に限定されていることか

ら、民間への売却は現実的に不可

能で、さらに、施設の廃止は六甲ア

イランド活性化の観点から難し

い。 

六甲アイランドの活性化に資す

る施設になるように集客向上に向

けた施策や効率的な運営方法につ

いて検討していく。 

（経済観光局） 

措置方針 

［意見90］神戸ファッション美術館を観光主眼に変

えていく具体策等 

前記意見89に関連して、市は、神戸ファッション美

術館の在り方や利用方法そのものを、観光主眼へと

大きく軸を変えていくために、例えば、①貯蔵ファッ

ション品の一般客への貸与や写真撮影などの体験型

施設とするなどした上で、それでも利活用できない

貯蔵品については、オークション等で売却したり、貴

重な文化財であれば国に引き取ってもらうなどして

貯蔵品の管理数を減らすとともに、②貸会議室を美

術館から切り離してより有利な条件でのテナント誘

致を図るなどの具体策の展開を、より積極的に検討

するべきである。 

観光客等への収蔵品の試着につ

いて指定管理者とも協議を行い、

可能な範囲で一部収蔵品を用いた

体験型コンテンツの造成を検討し

ていくこととした。 

収蔵品の売却や寄付について

は、今後の効率的な運営方法と併

せて検討する予定である。 

貸会議室の切り離しは建築基準

法の規制により現実的に不可能で

あるため稼働率の向上による活性

化の検討を行っていく。 

（経済観光局） 

措置方針 

［意見91］指定管理者選定評価委員会における外部 神戸ファッション美術館は「神 措置済 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

有識者評価委員の指摘事項を局課内で共有して後任

にも引き継ぐ仕組みの構築 

市は、指定管理者選定評価委員会における外部有

識者評価委員からの指摘や意見等を担当課・局内で

共有し、人事異動後の後任者にも適切に引き継いで

改善を図る実効的な仕組み作りを検討するべきであ

る。 

戸ファッション美術館条例」及び

「神戸らしいファッション文化を

振興する条例」の趣旨に沿った運

営を行っている。 

選定評価委員会での意見も日々

の運営に活かされているが、今後

異動の際は評価委員会の振り返り

を行う等により後任者への引き継

ぎを徹底することで、更なる魅力

的な美術館運営を行っていく。 

（経済観光局） 

［意見92］指定管理者応募辞退者への辞退理由聴取

の必要性 

指定管理者に関心があり申込みがあったものの、

その後正式な応募に至らずに辞退する事業者が現れ

た場合には、市としては可能な限り詳細に辞退理由

をヒアリングしたり、サウンディング調査を実施す

るなどして、参入障壁となっている懸念事項等につ

いて、応募要領で明らかにする、あるいは応募要領の

内容やスキームを変更すること等も含めて、今後に

活かすべきである。 

指定管理者制度は原則５年で実

施することから、辞退した時点で

辞退理由を聴取したとしても、５

年後の取り巻く環境などは不明な

点が多く、事前のサウンディング

調査等を実施することが重要であ

ると考えており、すでに事前にヒ

アリングを実施している。 

なお、次の指定管理の募集を見

据えた令和６年度には競争性を高

める観点から参入障壁となるよう

な懸念事項がないか辞退事業者に

ヒアリングを行ったが、懸念事項

はなかった。 

（経済観光局） 

他の方法

で対応 

［意見93］インセンティブ制度及び基準額検証の必

要性 

市は、インセンティブ制度の指定管理運営業務に

与える効果について検証するなどし、インセンティ

ブ基準額や制度そのものについても随時再検討する

べきである。 

インセンティブについては指定

管理者のモチベーションを向上

し、市民サービスの質の向上を図

るためにも必要であると考えてい

る。ファッション美術館において

も指定管理の募集毎にインセンテ

ィブの必要性や基準額を見直して

おり、妥当と考えている。 

（経済観光局） 

他の方法

で対応 

［意見94］一般管理費の相当性についての意識と適

正化 

市は、指定管理者が算出する一般管理費について、

その相当性について意識し、同金額が適正か検討す

るべきである。 

選定評価委員会の委員に公認会

計士を登用することで、選定時に

一般管理費の相当性を検証し、適

正と判断している。また、年度終了

後の評価時においては、指定管理

者が提案時に算出した金額と実績

とを比較検証し、適正であったこ

とも確認している。 

（経済観光局） 

措置済 

［意見95］施設設備そのものの老朽化への計画的な

対応 

市は、神戸ファッション美術館の施設としての方

向性、存続の有無、施設設備の老朽化対応を含めた中

施設の設置目的・役割を踏まえ

たあり方の整理をするとともに、

老朽化への対応を含めた中長期的

な計画策定を進める方向で検討し

措置方針 



令和６年度包括外部監査（監査対象：経済観光局ほか） 

監 査 結 果 の 概 要 措 置 内 容 措置状況 

長期的な計画を速やかに決定するべきである。公共

性が低く、採算性も改善も見込めない場合、廃止や他

の施設への転向、売却も検討するべきである。 

ていく。 

（経済観光局） 

 


